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こ れ か ら の 公 民 館！
時代の移り変わりとともに変化する市民の暮らし。

そこに生まれた新たなニーズや課題に、公民館は向き合っていきます。
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地域への入口・学びのステージへ 令 和 2 年  からの日野 市 の 公 民 館

։ઃ͔ΒੈلҎ্ͷྺ࢙ΛॏͶɺ日野市ͷࣾձ

͕ม࣌ҭͷਪਐΛ୲͖ͬͯͨ公民館ɻେ͖͘ڭ

Θ͔ͬͨͩࠓΒͦ͜Ͱ͖Δ͜ͱɺ公民館͔ͩΒͦ͜

Ͱ͖Δ͜ͱΛɺ͜ Ε͔Β市民ͷΈͳ͞Μͱͱʹ

͖͍ͯ͠ٻ·͢ɻྩ2ʹ2�2�ͱ͍͏࣌

ͷઅʹɺʮ市民ͷΒ͠ʹدΓఴ͍ͳ͕Βɹ市民

ͷͭͳ͕Γͷத ʠʹֶͼʡΛੜΈग़͢ʯͱ͍͏৽ͨ

ͳཧ೦ͷͱɺ͏͜� ʢؒྩ2ʙ�ʣ

ͷ�ͭͷඪΛཱͯ·ͨ͠ɻ

Β͠ʹ͓͚Δ՝ʹΑͬͯ͞·͟·Ͱ͢ɻ

ྩ2͔Βͷ公民館ͷׂऔΓΈʹ͍ͭͯɺ

市民へのアンケート調査（「これからの公民館のた
めのアンケート調査」P28～29）Λͱʹ͑ߟ·͠
ͨɻ日ৗੜ׆ͷ՝ֶͼʹ͍ͭͯɺҬʹࠜ͟͠

ͨ公民館͔ͩΒͦ͜Ͱ͖Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

ҰਓҰਓͷ͕ੑݸೝΊΒΕɺͦ ΕͧΕ͕࠽Λ

ɺ公民館ͯ͠ࢦੜࣾձΛڞͰ͖Δਅͷشൃ

ʮͱʹੜ͖Δʯͷཧ೦Λ͛ܝɺͦ ͷಈ͖Λॆ࣮

͍͖ͤͯ͞·͢ɻ ɻ͢·͑ߟͲΛத৺ʹͯ͠ҬΛͭͳ͙͜ͱΛࢠ

ڭͲͷࢠͳ͍ੈଳɺͨ࣋ଳੈͭ࣋ͲΛࢠ

ҭ׆ಈΛ௨ͯ͡ަྲྀ͕ੜ·ΕΔҬͮ Γ͘Λࢧԉ

͠·͢ɻ

ใԽࣾձͷਐలʹΑͬͯɺ͍ ͭͰ・Ͳ͜Ͱ・୭Ͱֶ͕Ϳ͜ͱ͕Ͱ͖Δͨ͠ݱ࣮͕ڥ

͔ͱ͍͑ɺܾ ͯͦ͠͏Ͱ͋Γ·ͤΜɻΉ͠Ζɺ৽ͨͳΒ͠Ҭͷ՝ੜ·Ε͖ͯͯ

͍ΔͰ͠ΐ͏ɻͦΕΒͷ՝ͦ͜ɺҬʹࠜͨ͟͠公民館͕ؔΘ͍ͬͯ͘ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

͜Ε͔Βͷ公民館ΛҰॹʹͭͬ͘ ͍͖ͯ·ͤΜ͔ʁ

ɹɹɹɹɹɹɹɹ～市民の日常生活に寄り添って～

豊 か な 暮らしをつくる「 学 び 」を生 み 出 す
ɹ˔市民ͷΒ͠ʹدΓఴֶͬͨͼͷ॥ͮ Γ͘

ɹ ʮֶ̝ͼɺֶ ͼ͍͋ʯʹ ΑΔੜ͖͕͍ͮ Γ͘

ɹɹɹɹɹɹɹɹ～誰一人取り残さずに～

「 学 び 」に 集う人 た ちを地 域 や 社 会 に つ なぐ
ɹ˔ҬΛεςʔδʹɺࣗ Β͑ߟɺͱʹߦಈ͢ΔֶͼΛ࣮͢ݱΔ

ɹ˔ҬͷࣾձతݯࢿΛੜ͔͠ɺֶ ͼΛ௨ͯ͠Β͠ͷ՝ղܾΛࢧԉ͢Δ

ɹ˔Β͠ͱҬʹ݁ͼ͍ͭͨ҆શ҆৺ͳࣾձΛͭ͘Δ

ɹɹɹɹɹɹɹɹ～まちの未来に向かって～

世 代をこえて 新 た に つ なが る「 学 び 」を創り出 す
ɹ˔ࢠͲ͔Βେਓ·ͰΕͷͳֶ͍ͼΛ͢Δ

ɹ˔ฏͳΒ͠ͱࣾձΛ͑ࢧΔҙࣝΛҭΈɺະདྷʹͭͳ͙

ɹ˔͞·͟·ͳҬݯࢿֶशͷػձ・ͷใڞ༗Λॆ࣮ͤ͞Δ

ɹ˔·ͪͷࣗવ・ྺ Λަྲྀ͢ΔܙจԽʹ͠ΈɺଟੈؒͰ・࢙

もっと地 域 の 中 で
これからの公民館はこんなことをやっていきます

障害がある人の社会参加

地域ぐるみで子育て

公民館͕֎ࠃ੶ͷ市民ʹͱͬͯ࠷ॳͷҬ

ͷ૭ޱͱͳΓɺҬͷதͰԁʹίϛϡχέʔ

γϣϯΛऔΓɺͭ ͳ͕Γ߹͑ΔΑ͏ʹɺΑΓॆ

࣮ͨ͠ଟจԽަྲྀͷػձΛͭ Γ͘·͢ɻ

多文化交流の充実

͋ΒΏΔੈ͞·͟·ͳଐੑͷਓ͕ͱʹ

Β ʠ͢ҬʡɻͦΕͧΕͷΒ͠Λ๛͔ʹΑΓΑ

͘͠ ͍ͯͨ͘ΊʹɺҬͱͭͳ͕Δ市民͕૿

͑Δ͜ͱ͕େͩͱɺ公民館͑ߟ·͢ɻଟੈ

・ଟจԽަྲྀͷػձΛ૿͠ɺ୭͕҆৺͠

ͯΒͤΔ·ͪΛ͠ࢦ·͢ɻ

よりよい暮らしのある
地域のために

͜Ε͔Βͷ公 民館ʂ

͍͖ͤͯ͞·͢ɻ

市民の暮らしに
寄り添いながら

市民のつながりの中に
“学び”を生み出す

第 2 次日野市公民館基本構想・基本計画ͷཧ೦

基本目標1

基本目標2

基本目標3
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日ֶߍͷؒظۀٳظʹ͓͚Δɺ

एऀ͕ͨͪࢀՃ͍͢͠࠲ߨΠϕϯ

τͷ։࠵ɺେֶۀاͱͷڠಇͰεΩ

ϧΞοϓ͕Ͱ͖Δͮ͘ڥΓΛਪਐ͠

·͢ɻ·ͨɺࣗ शεϖʔεͷ։ઃͳͲɺ

एऀʹͱͬͯΦʔϓϯͳͱͯ͠։

͔ΕΔ公民館Λ͠ࢦ·͢ɻ

͋Δཱͷࣄɺͷհޢͳ

ͲͰ͘͠ɺ༨Ջʹ·Θؒ࣌͢Λ

ল͖͕ͪͳݱੈʹɺࢀՃ͠

Πϕϯτͷ։࠲ߨଳͷ͍ؒ࣌͢

ɺ·ͨɺֶ࠵ Μͩ͜ͱ͕ੜ͔͞ΕΔ

ͮڥ Γֶ͘शՌͷϑΥϩʔ

ΞοϓΛॆ࣮͍͖ͤͯ͞·͢ɻ

ͳΔʹؾݩͲ͕ͨͪࢠҭͯ͘͢͠ɺࢠ

Ҭͮ Γ͘Λ͑ࢧ·͢ɻ公民館Ͱɺࣄ

ҭࣇͳͲʹ͍͠ੈͷࢀ͕ࢠՃͰ

͖ΔϓϩάϥϜอҭ͖ͭϓϩάϥϜΛ

ॆ࣮ͤ͞ɺҬͷใൃ৴ʹΊ·͢ɻ

公民館ϗʔϜϖʔδ公民館ͩΑΓͳͲͰ

ใൃ৴Λଓ͚͖ͯͨ公民館Ͱ͕͢ɺ市શҬ

ͷൃ৴ྗ࣌ʹଈͨ͠ใͳͲɺΑΓޮ

Ռతͳใൃ৴Λਪਐ͍͖ͯ͠·͢ɻ

ಈྺ2�Λ͑Δஂମଟ͍公民館׆

ར༻ऀαʔΫϧɻϝϯόʔͷྸߴԽݻ

ఆԽฉ͔ΕΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻྩ2

͔ΒαʔΫϧஂମͱ公民館ͷ࿈ܞΛ

ਂΊɺ৽ͨͳར༻ऀͱαʔΫϧͱͷڮ

͠एͷαʔΫϧొྭͳͲɺ市

民ͷΑΓΑ͍ࣗओతͳֶͼ߹͍ͷͷఏ

Ί·͢ɻʹڙ

ࣾձڭҭΛ୲͏公民館৬һɺ৽ͨͳ

Β͠Ҭͷ՝ΛֶͼͰղܾ͢Δ

ࣝͱεΩϧΛͪ࣋ɺ市民͕ٻΊΔֶ

ͼʹ͍ͭͯ͑ߟΔ͖ଘࡏͰ͢ɻྩ

2ʹࣾձڭҭओࣄʹؔ͢Δলྩվ

ਖ਼ߦΘΕ·͢ɻҬͷίʔσΟωʔ

τֶͼͷϑΝγϦςʔγϣϯྗͷɺ

ΑΓҰͷ্Λ͠ࢦ·͢ɻ

୭͕ੜ֔Λ௨ֶͯ͡Ϳ͜ͱ͕Ͱ͖Δͮ͘ڥ

ΓΛਐΊ·͢ɻೝ༧・৯ੜ׆ͳͲͷ݈߁

໘ɺࡂ・൜ͳͲɺ͜ ͷઌͷਓੜʹඞཁͳ

ֶͼҬͷͭͳ͕Γ͕ɺ公民館ʹ͋Γ·͢ɻ

ͯ͢ͷ͕҆ऀྸߴ৺ͯ͠Βֶ͠ͼଓ͚Δ͜

ͱͷͰ͖ΔҬΛ͖͍ͯ͠ࢦ·͢ɻ

ٰྕͱՏҬͷ͋Δ日

野市ɻۙͷۃͳؾԹ

ఱީͷมಈʹΑΔӨڹΛड

͚͍͢Ҭͱ͍͑·͢ɻ

·ͨɺ公ࢪڞઃ·Ͱͷަ௨

͕ෆศͱ͍͏͋Γ·͢ɻ

ࣗવࡂ൜ࡑͳͲ͔Βॅ

民ΛकΔʮڞॿʯͷҙࣝΛ

Ί͍͖ͯ·͢ɻߴ

։ઃ͔Β��Λ͑ͨதԝ公民館ɺݐྺ࢙ΛॏͶɺ͕قೖͬ

͍ͯ·͢ɻ͜ Ε·ͰτΠϨͷ༸ࣜԽి౮ͷ-&%ԽͳͲɺڥඋʹ

Ί͖ͯ·ͨ͠ɻޙࠓʮ日野市公ࢪڞઃ૯߹ཧ計画ʢฏ2�

ࡦఆʣʯͷํΛ౿·͑ɺඞཁͳमસͳͲΛ計画తʹਐΊ͍͖ͯ·͢ɻ

·ͨɺ日野本ொ�ஸपลʹ͓͚Δ֤ࢪઃͷߋ৽ΛؚΊɺؔ ՝Ͱ֤

ௐΛਤΓͳ͕Βݕ౼Λ͍ͯ͠·͢ɻ

若者たちへ
現役世代へ

子育て世代へ
発信力を高めます

あらゆる世代の
サークル団体を

職員もスキルアップ

高齢者の生涯学習

すべての世代に向けて

施設の維持と管理

Ͳͷੈʹ͓͍ͯɺΑΓࢀʹܰؾՃͰ͖Δߨ

Πϕϯτͷ૿Ճ͕·Ε͍ͯ·͢ɻͦΕͧ࠲

Εͷੈͷχʔζʹ߹ΘͤͨۀࣄͷӡӦͱͱ

ʹɺଟੈަྲྀͷػձͷग़ަྲྀͷ͖͔͚ͬ

ͮ Γ͘ͷίʔσΟωʔτػΛॆ࣮ͤ͞ɺଟ͘ͷ

ੈ͕ू͍ɺͭ ͳ͕Δ公民館ʹ͍͖ͯ͠·͢ɻ

日野市ͷࣾձڭҭͷਪਐΛ୲͖ͬͯͨ公民館ɻ

ͦ͜Ͱੜ·Εͨ市民ͷֶͼҬͰͷ॥·

ͪͷ࢈ࡒͱͳΓ·͢ɻྩ2͔Βͷʮֶͼͷ

॥ʯͷਪਐɺࣾ ձڭҭͷ͞ΒͳΔൃలʹߩ

ΔͨΊɺ公民館ʮΑΓॆ࣮ͨ͠公民館ʯΛ͢ݙ

ͯ͠ࢦલʹਐΈ·͢ɻ

それぞれの世代の
課題解決のために

公民館の価値の
維持と向上のために

͜Ε͔Βͷ公 民館ʂ

ͯ͢ͷ͕҆ऀྸߴ৺ͯ͠Βֶ͠ͼଓ͚Δ͜

ͱͷͰ͖ΔҬΛ͖͍ͯ͠ࢦ·͢ɻ
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৽ֶ͍͠ͼͷͱͯ͠ฏ��͔Β࢝·ͬ ʮֶͨͼϞσϧۀࣄʯɻ市ͷ�ͭͷ

தֶߍ۠͝ͱʹɺ֤ Ҭͷಛੑͱ՝Λ౿·ֶ͑ͨशͷΛల։͢ΔҠಈ公

民館Ͱ͢ɻҬͷίϛϡχςΟηϯλʔ۠ηϯλʔͳͲͷ公ࢪڞઃΛར༻͠ɺ

Ҭแׅࢧԉηϯλʔ࣮ફঁࢠେֶͳͲͷྗڠͷͱɺΠϕϯτ࠲ߨͳͲΛ

։࠵ɻ͜ Ε·Ͱ公民館ͱԑͷͳ͔ͬͨ市民ͱͷग़ձ͍ੜ·Ε͍ͯ·͢ɻҬॅ

民ͱإΛ߹Θͤͯݴ༿ΛަΘ͠ɺͦ ͷͰχʔζΛຬͨ͢ۀࣄΛ࣮͢ࢪΔͱ͍͏

ʮֶͼϞσϧʯΛϑΥʔϚοτԽ͠ɺͦ ΕͧΕͷҬͰܧଓͯ͠ల։͍͖ͯ͠·͢ɻ

地域がステージ　公民館の新しい取り組み -1

学 び モ デ ル 事 業

1

2 3

4

ॅ民ͨͪͷҬʹର͢ΔཁΈɺ·ͨɺͦ ΕͧΕ

ͷҬͷಛੑࣗຫͳͲͷΛूΊΔαϩϯΛ։࠵ɻ

Ͳͷ۠ͰҬͷۀࣄΛҰॹʹͭͬ͘ ͍͚ͯΔࢀՃ

ऀΛɺྸଐੑΛΘ͍ܴͣͯ͠·͢ɻ͜͜ͰͲ

Ε͚ͩͨ͘͞ΜͷΛूΊΒΕΔ͔͕ɺͦ ͷޙͷۀࣄ

ͷల։ʹେ͖ؔ͘Θͬͯ͘ΔͷͰ͢ɻ

αϩϯͰूΊ ʮͨҬͷʯΛͱʹɺͦ ͷҬͷݱঢ়ಛੑɺ

ॅ民ͨͪʹඞཁͱ͞Ε͍ͯΔ͜ͱͳͲΛ͠߹͍ɺ͑ߟ·͢ɻ

ॅ民͕ͨͪٻΊ͍ͯΔͷɺͦ ͷҬΛΑΓΑ͘͢Δ͜ͱԿ

Ͱ͠ΐ͏ɻΒ͠ͷத͔ΒςʔϚΛ͚ͭݟɺا画Λ͑ߟɺձٞΛ

ॏͶͯϒϥογϡΞοϓ͍͖ͯ͠·͢ɻ

画͕ܾ·Εɺ͍ا Α͍Α࣮ߦͰ͢ɻΠϕϯτ࠲ߨͷ্ཱͪ

͔͛Βࠂɺू ٬日ͷӡӦɺऴྃޙͷࣄۀ࡞·ͰɺҰ࿈

ͷۀΛҬॅ民ͱͱʹ͍ߦ·͢ɻҬஂମͱͷ࿈ܞֶ

ੜͷࢀ画ͳͲɺͦ ΕͧΕͷಛੑΛੜ͔ͨ͠ଟੈͰͷӡӦɺ

Ҭʹີͳ͔ͩۀࣄΒ࣮͕ͦ͜ݱՄͰ͢ɻ

Πϕϯτ࠲ߨͷ։࠵Λ௨ͯ͠ҬͷχʔζΛ

ຬͨ͠ɺֶ ͼʹΑΓ՝Λղܾ͢Δ͜ͱɻ͜ Ε͕

公民館ͷׂͰ͕͢ɺҠಈ公民館ͳΒͰͷ

͏Ұͭͷׂɺ৽ͨͳग़ձ͍ͷग़Ͱ͢ɻத

ԝ公民館ͱ഼ߴࣨҎ֎ͷॴͰۀࣄΛ࣮

Δ͜ͱͰɺͦ͢ࢪ Ε·Ͱ公民館Λར༻ͨ͜͠ͱ

͕ͳ͍市民ͱͷग़ձ͍͕ੜ·ΕΔ͜ͱΛظ͠

͍ͯ·͢ɻ

サロンの開催により、
地域の声を集める

地域のニーズを満たす事業の企画
「新しい学びの場」の開催

地域の課題解決と新たな
公民館ユーザーの誕生

一中
ブロック

大坂上中
ブロック

二中
ブロック

四中
ブロック

七生中
ブロック

平山中
ブロック

三中
ブロック

三沢中
ブロック

͜Ε͔Βͷ公 民館ʂ
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ʹͷަྲྀͷ͋Γํʹ͍ͭͯɺฏ��ʢ2���ʣ�݄࢜ɺ公民館ར༻ऀಉੑͷํͭ�ه্

公民館ӡӦ৹ٞձʹΑΔਃʹࣔ͞ΕͨͷͰ͢ɻ͜ ΕΛड͚ͯɺ公民館Ͱར༻ऀಉ͕ͭ࢜

ͳ͕Δۭؒग़ۀࣄΛ࣮͍ͯ͠ࢪ·͢ɻதԝ公民館ͰʮΏΔ・ΧϑΣ・ؒ࣌ʯͱʮࢠͲকࢦع

ಋରہʯߴɺ ഼ࣨͰʮͺͦ͜Μ Β͘Ϳ*/഼ߴࣨʯͱʮఔٱอ͏ͨ͑͝ύʔΫʯɺͦ ͯ͠

ʮࢠͲғޟαϩϯʯͳͲɻͲͷऔΓΈࢀՃແྉͰਃ͠ࠐΈෆཁɺఆظతʹ։͍ͯ͠࠵·͢ɻ

ʮ͡Ί·ͯ͠ʯͷํͪΖΜେܴɻ࠲ߨαʔΫϧͱ·ͨҧ͏ɺ公民館ͷதͰΑΓܰؾ

ʹΛӡΜͰࢀՃͰ͖ΔΦʔϓϯͳډॴΛɺͥ ͻͷ͍ͧͯΈͯͩ͘͞ ʢ͍ͦΕͧΕͷ։࠵日ఔ

公民館ϗʔϜϖʔδh ʹใͻͷʱ ͯʣɻ

Ҭͷ՝ղܾͱ公民館ͷ৽ͨͳར༻ऀͷੜʹ͚ɺʮएऀΛ

公民館ʯͱܧଓͯ͠औΓΜͰ͍Δେֶ࿈ۀࣄܞɻʑۀࣄ

ʹΓ͕ੜ·Ε͍ͯ·͢ɻ公民館ΛϑΟʔϧυ·ਂʹܞΓɺ࿈͕͕

ֶੜͱैདྷͷར༻ऀ͕ग़ձ͍ަྲྀ͢Δػձͷग़ݟΒΕɺ公

民館͔Βੜ·Ε ʮֶͨͼʯͰʮਓʯ͕ ͭͳ͕Γɺ৽͍͠公民館ӡӦ

ະདྷ૾͕ɺΑΓ͖ͬΓͱඳ͖ग़ͤΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻ͚ͨʹ

ʮ͍ͭͰɺͲ͜Ͱɺͩ ΕͰֶ͕ΔʯΛ基本ํʹɺฏ

��ʢ2���ʣΑΓӡӦ͞ΕΔόϥΤςΟʹΜֶͩͼͷ・

ͻͷ市民େֶɻ͞·͟·ͳ༰ͷ࠲ߨΛ市民͕ا画͠ɺࢣߨͷ

ґཔͳͲͷӡӦΛ͍ߦɺ市民ઢͰͷʮֶͼʯΛఏ͢ڙΔۀࣄͱɺ

日野市ʹ͋Δେֶͱ࿈ֶͯ͠ܞͰ市民ͷֶͼͷͨΊͷ࿈ଓ

Γ·͢ɻ͕͋ۀࣄ͏ߦΛ࠲ߨ

地域がステージ　公民館の新しい取り組み -2 地域がステージ　公民館の新しい取り組み -3

地域がステージ　公民館の新しい取り組み -4

ゆるやかにつながる空間の創出

居 場 所 事 業
大 学 連 携 の 充 実

ひ の 市 民 大 学 の 充 実
公民館ͷஊࣨͰ݄ʹ�ʢෆఆظʣ։͞࠵ΕΔ

͓ͷؒ࣌ɻதԝ公民館ۙྡࢪઃʢͻͷࣇಐ館ɺ

日野市ࣾձٞڠࢱձϘϥϯςΟΞ・ηϯλʔɺ

日野ਤॻ館ʣͱͷ࿈བྷձʮۙ͝ॴձٞʯͱ࿈͠ܞɺ

ήετ୳͠ϓϩάϥϜͷا画ɺӡӦΛ͍ͯͬߦ

·͢ɻԻָ͓͠ΌΓͳͲɺقઅʹ߹Θͤͨϝ

χϡʔΛ༻ҙͯ͠ɺΧϑΣʹ͍ΔΑ͏ͳͭ͘Ζ͛

ΔۭؒΛͭ Γ͘ग़͠·͢ɻ

ֶੜ͕ͨͪ公民館·ͭΓʹࢀՃ͠ɺʮ͋ͳͨͱ

公民館ʯΛςʔϚʹ公民館ར༻ऀʹ͚Πϯλ

ϏϡʔɻͦΕͧΕͷϥΠϑετʔϦʔΛhࢠ Α

͏ͦ͜ʂҬͷϦϏϯάʙ公民館ͷ͋ͳͨͷ

Ұาʙʱʹ ·ͱΊɺฏ���݄ʹൃߦɻࢠ

公民館Λ·ͩར༻͍ͯ͠ͳ͍市民ͷϝοηʔδ

ʹͳΓ·ͨ͠ɻ

ྩݩΑΓɺए اҭͯੈʹಛԽͨ͠ࢠऀ・

画ΛཱͯΔ෦ձ͕ੜɻେಓܳʹ͚ͨ

ϫʔΫγϣοϓɺ·ͨɺࢠͲ͕ͨͪϏδωε日

野ͷ౷จԽΛମ͢ݧΔ࠲ߨͳͲΛ࣮ࢪɻडߨ

ͨ͠市民͕ࣗΒ͑ߟɺߦಈ͍ͯ͘͠Α͏ʹଅ͢ا

画͕ଟ͍ͷ͕ಛͰ͢ɻ

ɺʹݴͷจࡳϝοηʔδΛಡΈ͚ͨऀྸߴ

ͦͷݴ༿Λͱʹֆ画Λίϥʔδϡͨ͠ֆࡳΛ

ֶੜ͕ͨͪ࡞ɻଟੈަྲྀͷ͖͔͚ͬͱͯ͠

͔ΔͨେձΛ։͠࠵·ͨ͠ɻস͍͋Γɺ͓ ͠Ό

Γ͋Γɺ͕ؾݩੜ·ΕΔۀࣄͱͯ͠Ҭʹ͕

Γͭͭ͋Γ·͢ɻ

࣮ફঁࢠେֶੜֶ֔शηϯλʔʹྗڠΛಘͯฏ

2�ΑΓ࿈ܞίʔεΛ։࠵ɻྩݩʹ

໌େֶҬަྲྀηϯλʔͱ࿈͠ܞɺ市民͕

Ӊٿͷ࠷ઌͷڀݚʹ৮ΕΒΕΔ࿈ଓߨ

ɻେֶͷಛ৭Λੜ͔ͨ͠ΞΧσϛοΫͳݱ࣮͕࠲

ֶͼͷ͕ੜ·Ε͍ͯ·͢ɻ

ɺ͠༺׆ύιίϯΛ༺࠲ߨͱࣨ࠲ߨࣨͷ഼ߴ

ϫʔυɺΤΫηϧɺΠϯλʔωοτͳͲɺ֤ ֶ͕ࣗ

ͼ͍ͨ͜ͱΛࣗ༝ʹֶͼ߹͏Ͱ͢ɻࢀ࣋ͷύ

ιίϯεϚʔτϑΥϯΛͯͬͷࢀՃɺ�ճͩ

͚ͷࢀՃՄɻπʔϧͷษڧΛ௨͠ɺਓͱਓͱ

Λͭͳ͙͏Ұͭͷֶͼࣷͱ͠ ͯ։͍ͯ͠࠵·͢ɻ

ಐགএՎͳͲ͞·͟·ͳՎΛɺి ϐΞϊᝨɺࢠ

ΫϥϦωοτͷੜԋʹ߹ΘͤͯΈΜͳͰҰॹʹ

Վ͍·͢ɻՈͰͳ͔ͳ͔ग़͢͜ͱͷͳ͍େ͖

ͳͰՎ͏͜ͱ͕ετϨεղফͱͳΓɺϦϑϨογϡ

Ͱ͖Δਓؾͷۀࣄɻ·ͨɺҬͰͷؒͮ Γ͘

ੜ͖͕͍ͮ Γ͘ͷͱͯ͠ػ͍ͯ͠·͢ɻ

தԝ公民館ͰʮࢠͲকࢦعಋରہʯߴɺ ഼

ࣨͰʮࢠͲғޟαϩϯʯ͕ ։͞࠵Ε͍ͯ·

͢ɻࢠͲকࢦعಋରہɺ公民館Λར༻͢Δ

কعαʔΫϧͷϝϯόʔͱࢠͲ͕ͨͪରہɻαʔ

Ϋϧަྲྀͷͱͯ͠ɺ·ͨɺ�ੈަྲྀͷͱ͠

ͯೝΛߴΊ͍ͯ·͢ɻ

新しいことが生まれるみんなの居場所
ゆる・カフェ・時間

ようこそ！地域のリビングへ

若者・子育て世代部会の設置

「アートかるた」から始まる
地域づくり

大学連携コースの増設

帝京大学教育学部丹間ゼミ連携事業 実践女子大学現代生活学科須賀ゼミ連携事業

ぱそこんくらぶIN高幡台分室 程久保うたごえパーク

子ども将棋指導対局
子ども囲碁サロン

ͷ໊শ༰ɺྩۀࣄ˞ ݩ�2݄��日ࡏݱͷใͰ͢ɻ

͜Ε͔Βͷ公 民館ʂ

◎ゆるやかにつながる機会と場所の拡充
◎つながることで学びが深まる仕組みの整備
◎未利用者とのつながりを生み出す環境の整備
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1 2豊かな暮らしをつくる
「学び」を生み出す

基本
目標

基本
目標 「学び」に集う人たちを

地域や社会につなぐ

ʮֶͼʯʹ ΑΔҬͷ๛͔ͳΒͮ͠ Γ͘ɺ公

民館ͷҰ൪ͷ໋ɻ市民ͷΈͳ͞Μʹɺඞཁͳ

ใಧ͍͍ͯΔͰ͠ΐ͏͔ɻ͜ Ε͔Β公民館

ࣗମͷใൃ৴ྗͷڧԽऔΓΈͷେ͖ͳப

ͷҰͭͰ͢ɻΑΓҰ市民ͷΒ͠ʹدΓఴ͍ɺ

ֶͼͷ॥Λͭ Γ͘ग़͍͖ͯ͠·͢ɻ

୭ҰਓऔΓ͞ͳ͍ࣾձͷ࣮ݱɺࣗ ͷͷճΓʹ͋Δখ͞ͳίϛϡχςΟͷؔ৺͔

Β࢝·ΔͷͰͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻ日ʑͷΒ͠ͷ͋ΔҬͷࢀՃʹɺͦ ͷೖޱ͋Δ

ͣͰ͢ɻͨ͘͞Μͷਓ͕ࣗͷ·ͪʹڵຯΛͪ࣋ɺΑΓΑ͍͕ؔੑҬͷதʹ૿͑

͍ͯ Α͘͏ʹɺ公民館Ҭͷதͷֶͼͷ॥ʹྗΛ͍Ͱ͍͖·͢ɻ

楽しく学び、
集って生きる

ܧ ਓۀࣄΛ׆༻ͨ͠ମݧ・ର͕Ͱ͖Δֶͼͷͷ

ܧ ͻͷ市民େֶʹ͓͚Δ市民ͷʮֶͼ͍ͨ͜ͱΛֶΔʯͷॆ࣮

情報発信

ܧ தԝ公民館ͷςϥε・ஊࣨΛޮͨͬՌతͳʮଟੈʯۀࣄͷ࣮ࢪ

ܧ ౦ژ公民館࿈བྷٞڠձ・େֶͳͲͷใΛੜ͔ͨ͠εΩϧΞοϓͷͨΊͷֶशใఏڙ

৽ 公民館ϗʔϜϖʔδͷॆ࣮ɺ4/4ར༻ͳͲʹΑΔ公民館ೝͷۀࣄ্

৽ 公民館ͩΑΓͷॆ࣮͓ΑͼʮਓʯΛհͨ͠ํ๏ʹΑΔ公民館ೝͷۀࣄ্

৽ 公民館ະར༻ऀͷχʔζΛѲͨ͠ɺ৽ͨͳདྷ館ऀͷ͕ΓΛۀࣄ͢ࢦ

৽ ౼ݕԽͷͨΊͷ*$5γεςϜಋೖͳͲͷڧܞͱͷ࿈ߍֶ

公民館の運営
ܧ 公民館ӡӦ৹ٞձʹΑΔదਖ਼ͳධՁ

ܧ ٺԽ͢Δ公民館ͷӡӦҡ࣋

地域を
ステージにした
学びの機会・場の

創造

֦ ʮֶͼͷϞσϧۀࣄʯΛൃలͤ͞ɺҬͷࣾձతݯࢿͱ࿈׆͠ܞ༻͢ΔʮҠಈ公民館ۀࣄʯͷ֦ॆ

৽ ͞·͟·ͳ ・ٕࣝ ज़Λͨͬ࣋市民Λืू͠ɺ市民ͷੜ׆՝ղܾʹ݁ͼ͚ͭΔΈͷ։ൃ

৽ 市ۀاͳͲͱͷ࿈ܞʹΑΔۀࣄͷॆ࣮

多文化共生社会
の支援

ܧ Λ௨ͨ͡ଟੈަྲྀͷͮ࠲ߨཧղࡍࠃ Γ͘ۀࣄͷ࣮ࢪ

ܧ োΛͭগͨͪΛ௨ͨ͡ଟੈަྲྀͷͮ Γ͘ۀࣄͷ࣮ࢪ

ܧ োۀࣄऀͷՌΛʮ͑ݟΔԽʯ͠ ɺ市民͕ࢧۀࣄԉʹࢀՃ͢Δ͜ͱΛଅ͢ۀࣄͷਪਐ

৽ ୭ҰਓऔΓ͞ͳ͍ࣾձΛ࣮͢ݱΔʮ4%(TʯΛֶͼɺ࣮ ફ͢Δۀࣄͷ࣮ࢪ

৽
αʔΫϧ民ؒۀاͳͲͱ࿈͠ܞɺ֎ࠃ੶ͷ市民ʹ日野市ͷັྗΛͬͯΒ͍ɺ
ҬͷࢀՃΛଅ͢ۀࣄͷਪਐ

高幡台分室の魅力向上 ৽ ࣗવ๛͔ͳҬͷັྗΛੜ͔͠ɺҬͷए ・ऀେ ͷల։ۀࣄಇ͢ΔڠͳͲͱۀاֶ・

職員の地域コー
ディネート力向上 ܧ

৬һ͕ΑΓ市民ͷͨΊʹֶͼͷఏ͕ڙͰ͖Δࣝ・ٕज़Λͪ࣋ɺҬίʔσΟωʔτ
ωοτϫʔΫΛ構ங͢ΔྗऔಘͷͨΊͷݚमͷ࣮ࢪ

新しい公民館の
運営

৽ /10ͳͲͷؔؔػͱͷڠಇʹΑΔੜ͖͕͍ग़ۀࣄ

৽ ؒͷۭ͖෦ͷ市民ར༻ʢֶੜͷֶशॴʣʹ ΑΔۀࣄ༺׆

学び、学びあい
事業の促進

ܧ ର͕Ͱ͖Δֶͼͷͷ・ݧମͨ͠༺׆Λۀࣄऀྸߴ

ܧ ө画ձۀࣄΛ׆༻ͨ͠ମݧ・ର͕Ͱ͖Δֶͼͷͷ

৽ 市民ͷا画͔ΒֶΜͩ͜ͱΛੜ͔ͤΔͮڥ Γ͘ɺϑΥϩʔΞοϓࢧԉۀࣄ

サークル活動
への支援

ܧ αʔΫϧӡӦͷ৬һͷ૬ஊ・ࢧԉεΩϧͷ্

ܧ αʔΫϧަྲྀձʹΑΔར༻ஂମͷ૬ֶޓशͷॆ࣮

৽ ΠϕϯτͳͲΛ௨ͨ͡αʔΫϧ׆ಈʹΑΔ公民館ະར༻ऀͷֶͿ͖͔͚ͬͮ Γ͘

「学び、学びあい」による生きがいづくり

地域の社会的資源を生かし、学びを通して暮らしの課題解決の支援をする

暮らしと地域に結びついた安全安心な社会をつくる

2020 2021 2022 2023 2024
令和2年 令和4年令和3年 令和5年 令和6年

2020 2021 2022 2023 2024
令和2年 令和4年令和3年 令和5年 令和6年

市民の暮らしに寄り添った学びの循環づくり 地域をステージに自ら考え、ともに行動する学びを実現する

暮らしのための学び
を入口に地域活動 ܧ Ҭͷएऀͷൃ想Λੜ͔ͨ͠ɺΒ͠ͷ՝ղܾͷͨΊͷֶͼͷۀࣄͷ࣮ࢪ

暮らしに寄り添う
事業の実施

ܧ ࢪͷ࣮ۀࣄࣾձͷʮੜ͖ͮΒ͞ʯΛֶͼʹΑΔίϛϡχςΟͰԠԉ͢Δݱ

ܧ ʮࣾձڭҭແྉͷݪଇʯͷҡ࣋

安全安心な
社会の応援

ܧ ٰྕ・ՏҬͷಛ࣭ʹଈͨ͠࠲ߨࡂͳͲͷॆ࣮

ܧ ফඅੜஂؔ׆ମͳͲͱͷ࿈ܞʹΑΔɺ市民ͷΒ͠ ΛकΔ࠲ߨͳͲͷॆ࣮

基本ඪʹ基͍ͮͨࡦࢪϩʔυϚοϓ

こ れ か ら
5 年 間 の
公 民 館 の
歩 み 計 画

ؒظ։ൃۀࣄ ؒظࢪ࣮ۀࣄ ৽ʜ৽نʗܧʜܧଓʗ֦ʜ֦ॆ

͜Ε͔Βͷ公 民館ʂ



現 代における人々の
交 流を考える
　現代は、個人を尊重する社会である。同時に、個人

は自立した存在であることが求められている。しかし、自

立とは他者との関係を失った孤立とは異なる。必要な時

に周囲に頼ることのできる人間関係を築いていることが、

真の自立であろう。

　このように考えた時、公民館における利用者交流の

視点として、個に閉じた学びを少しずつ周囲へ開いてい

くことが重要なのではないか。利用者個人や個々のサー

クルでの学びや活動を重視しながらも、必要に応じて他

者や関連団体と関わることができる、ゆるやかなつながり

を構想していくことが鍵となる。

　近年では、他者とつながることに対して抵抗を感じた

り拒絶したりする人もいる。例えば、町内会や自治会な

どは、地域活動の実施や地域課題の解決を担う重要な

地縁団体であるが、加入率が低下している地域も少なく

ない。地縁に根ざした団体である以上、メンバーが固定

化したり、年齢や役職によってメンバーの序列化が生じ

たりすることがあり得る。そうした中で、強制力のあるつ

ながりや強固な人間関係に対して、距離を置いたり参加

を拒んだりする人が生じているのだろう。このような状況

を鏡にしたとき、公民館を利用する人々の人間関係にお

いて、メンバーが固定化したり序列化されたりすることは、

あまりそぐわないと考えられる。加えて、公民館は社会

教育施設として人々の自由で主体的な学びを支えるとい

う基本からしても、組織や団体への強制的な加入や動

員は避けなければならない。

　公民館における利用者交流のあり方は、あらゆる人

に広く開かれたものであることが求められる。公民館では、

学ぶ者と教える者の間に境界はなく、対等に学び合う視

点が不可欠である。また、古くからの利用者と初めて訪

れる利用者の間にも上下関係はなく、むしろ互いに刺激

し合うことが期待される。さらに、公民館の開かれたつ

ながりの人間関係を考える上では、現在のみに目を向け

るのではなく、持続可能な公民館という観点から、世代

間でのつながりをはじめ、未来の新たな利用者のことも

考え、現在のつながりを開いていく必要がある。

　昭和61年（1986年）、日野市中央公民館は創設20周

年を迎え、それを機に市民サークル「中央公民館利用

者交流会る〜ぷ（以下、「る〜ぷ」）」が発足した。「る〜

ぷ」はサークルでありながら、公民館全体でのサークル

間の交流を促す取り組みを数々蓄積してきた。公民館ま

つり、三者懇談会（公民館利用者・公民館運営審議会

委員・公民館職員による）、年末の大掃除など、「る〜ぷ」

は現在も公民館の運営において欠かせない存在となっ

ている。

　しかし「る〜ぷ」の会員数減少や高齢化などにより、

今までと同じ形でそれらの事業を支えていくことが難しく

なりつつある。「る〜ぷ」の取り組みを今後どのように維

持していくかを考えると同時に、「る〜ぷ」だけでない、

持続可能な公民館を支える利用者交流のあり方を検討

する時期にきていると考えられる。

　また、サークル間だけでなく地域との交流についても、

これまで公民館があまり積極的に取り組めていない課

題の一つである。公民館と地域の関係を改めて問い直

し、市内全域に対して公民館事業を届けていくような取

り組みや、地区センターなどを活用した講座の開催につ

いて、実施の形を検討していく必要がある。同時に、自

治会や町内会をはじめ、子ども会、老人クラブ、消防団

などの地縁団体に対して、公民館の事業を積極的に広

報していくことも重要ではないだろうか。そうした地縁団

体の担い手となっている市民の中には、かつて公民館を

利用していた、もしくは現在も公民館で活躍している方

がいる。地縁団体と公民館が情報共有の体制を築いて、

役割分担のもと連携していくことが求められる。そのうえ

で、公民館における利用者交流を、すでに利用している

人だけでの交流に留めず、まだ公民館を利用したことの

ない市民に向けて開いていくことが大きな課題といえる

だろう。
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3 世代をこえて新たにつながる
「学び」を創り出す

公民館͕͍ͭͰ୭Ͱֶ͕ΔͰ͋Γଓ͚Δ͜ͱͰɺͦ ͜ʹ͞·͟·ͳੈ͕ू·Γɺ

市民ਓੜͷͲͷεςʔδʹ͓͍ͯɺੜ֔ʹΘͨͬͯ公民館ͰֶͼΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖

·͢ɻҬͷதͰ͋ΒΏΔੈ͕ަྲྀ͠ɺͱʹऀࣄͱͯ͠·ͪͷࣗવྺ࢙ɺจԽʹ

͠ΈΛͯ࣋ɺͦ ͜ʹඞֶͣͼͷ॥͕ੜ·Εɺ·ͪͷѪண͕ҭ·ΕΔͰ͠ΐ͏ɻ

切れ目ない
学びの機会・場の

創造

֦ ҬݯࢿΛ׆༻ͨ͠ਓۀࣄʹΑΓɺଟੈަྲྀମݧΛॆ࣮ͤ͞Δ

ܧ ݱΑΔଟੈަྲྀͷ࣮ʹۀࣄͲΛओʹ͢Δࢠ

ܧ ए Ճ͘͢͠ɺަࢀҭͯੈ͞·͟·ͳ݅ͷ市民͕ࢠऀ・ ྲྀͰ͖ΔϓϩάϥϜͷॆ࣮

ܧ Ҭࢱͱ࿈ͨ͠ܞɺ৯ੜ׆・݈ ΔϓϩάϥϜͷॆ্࣮ͤ͞ͳͲΛ߁

৽ ࢪͷ࣮ۀࣄ画ձٞʯاͲࢠද͢Δʮൃ͠ݧͲ͕·ͪΛֶͼɺମࢠ

৽ 市民ͷϫʔΫϥΠϑόϥϯεʹ͢ݙߩΔɺಇ͖ͳ͕ΒͰֶΔڥͷ࣮ݱ

集いの場の拡充 ܧ 公民館ओ࠵Πϕϯτ市民׆ಈؔஂମͷΠϕϯτΛੜ͔ͨ͠ɺ市民ͷަ ・ྲྀ૬ֶޓशͷͷॆ࣮

集いの場の創造 ৽ อҭ͓ࣨΑͼपลΛमસ͠ɺଟੈ͕ͭ͘Ζ͗ɺަ ྲྀͰ͖ΔʮଟੈΨʔσϯʯͷ

人権を守る事業の推進 ܧ ͷॆ࣮࠲ߨݖ๏・ਓݑ

平和を維持する
事業の推進 ֦ ฏۀࣄͷए͍ੈͷࢀՃଅਐ

社会教育施設
との連携

ܧ
市ࣾձڭҭࢪઃʢਤॻ館・ത館ͳͲʣͦͷଞͷࣾձతݯࢿͱͷ࿈ܞʹΑΔɺ
市民͕·ͪΛΓɺֶ ͼΛ࣮ફ͢Δͷॆ࣮

ܧ ੜֶ֔श෦ʹΑΔ�՝�館߹ಉۀࣄͷਪਐ

まちの文化・歴史を
生かした学びの機会・

場の創造
ܧ ౷จԽΛੜ͔ͨ͠࠲ߨͳͲͷ

まちの自然を生かした
学びの機会・場の創造

֦ ాΜ΅ͷֶߍΛ׆༻͠ɺࣗ વڥΛଟੈͰମݧͰ͖Δֶͼͷͷ

֦ ͻͷͬࢠγΣϑίϯςετΛ׆༻͠ ʮͨ日野ͷʯΛΔֶͼͷػձͷ

平和な暮らしを支える意識を育み、未来につなぐ

さまざまな地域資源や学習の機会・場の情報共有を充実させる

まちの自然・歴史・文化に親しみ、多世代間で知恵を交流する

子どもから大人まで切れ目のない学びを創造する

基本ඪʹ基͍ͮͨࡦࢪϩʔυϚοϓ
ʮ公民館ʹ͓͚Δར༻ऀަྲྀͷ͋Γํʹ͍ͭͯʯ
日野市公民館ӡӦ৹ٞձ͔Βฏ��ਃΑΓᶄ

基本
目標

͜Ε͔Βͷ公 民館ʂ

2020 2021 2022 2023 2024
令和2年 令和4年令和3年 令和5年 令和6年



これからの交流に向けた取り組み
公
民
館
を
支
え
る
制
度
と
法
律

　日野市中央公民館では、平成30年1月に東京都内で公民館を設置している市町宛てに「公民館利用団体連

絡会等に関するアンケート」を実施した。13市・35館から回答があり、それによると、回答のあった市町のうち、9割

以上の公民館に利用者連絡会またはそれに準ずるものが組織されていた。他市町の公民館における利用者連

絡会などの設置経緯については、公民館からの呼びかけという例がほとんどであった。参加についてはサークル

単位とするケースがほとんどであったが、個人での参加が可能な例も見られた。また、運営については、役員や会

則を決めて利用者主体で進められている例が目立った。公民館まつりの運営、公民館運営のあり方についての話

し合い、学習会や交流会が行われていた。

　時代の流れによる価値観の変化や人々の交流のあり方、また東京都内の他の公民館での取り組みなどを踏まえ、

日野市公民館運営審議会は、日野市の「公民館における利用者交流のあり方」についての方針として、次の3点

を提起する。

一、ゆるやかにつながる機会と場所の拡充
・ 公民館を利用するための入り口を広く、敷居を低くすることを重視して、気ままに出入りすることができる新たな

講座や事業を企画する。また、市民がより豊かな日常生活を送ることができるよう、市民の実際生活に密着し

た公民館事業を推進する。

・ 公民館の持続可能な運営について検討し、公民館まつりなどの主催事業の企画と運営に、利用者がより参加

しやすい仕組みづくりを推進する。

二、つながることで学びが深まる仕組みの整備
・ サークル同士が互いの共通点や相違点を見出して、自らのサークルの学びを深めて交流することの価値に出

会うために、同種サークルでの交流事業を実施する。

・ サークル間での成果発表や親睦の場を実施する際に、他のサークルの思いに共感したり、他のサークルと資源

を共有したりすることによって、自らの学びや感動を深められることが感じられるよう、共感や共有をテーマとし

たプログラムを企画する。

・ 既に組織されている陶芸サークルと調理サークルの連絡会の体制を参考に、他の可能な分野において同種サー

クルが連携する仕組みを整備する。

三、未利用者とのつながりを生み出す環境の整備
・ それぞれのサークルがメンバーの固定化や高齢化によって持続可能な運営に困難をきたさぬよう、他のサーク

ルとの情報共有や新たなメンバーを迎え入れる体制づくりを、公民館が主導して行う。

・ 町内会・自治会をはじめとする地縁団体に対して、公民館に関する情報提供を積極的に行うとともに、公民館

以外の施設等における事業を拡充して、市内全体に公民館の学びを届ける。また、サークルと地域の交流を

通して、公民館を利用したことがない市民に向けて、公民館が市民のより良い生活を支えるための施設である

ことを発信する。

・ 訪れるすべての市民にとって公民館が居心地の良い空間と時間とになるよう、談話室をはじめとするフリースペー

スについて、ハード面での環境の整備を進めるとともに、ソフト面での事業をさらに充実する。

　社会教育法は、教育基本法の精神にのっとって制定された社会教育に関する法律で、

公民館の目的や意義を規定しています。この法律は、戦後間もない昭和24年（1949年）、国

民の自由で主体的な学習を保証するために定められました。

　社会教育法第2条において、社会教育とは「学校の教育課程として行われる教育活動を

除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーショ

ンの活動を含む）」と定義されています。そして、同法第3条第3項では、国および地方公共

団体は、「社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作成、頒

布その他の方法により、全ての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生

活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない」とし

ています。日本全国の公民館は、この「社会教育の奨励に必要な施設」として位置づけら

れています。

　また、社会教育法に規定された公民館運営の評価を行う機関として、公民館運営審議会

があります。この審議組織は、公民館の各種事業に市民や識者の評価を取り入れる大切な

存在です。公民館は、事業報告とともに市民の声（事業報告書や参加者アンケート調査結

果など）を公民館運営審議会に提示し、それをもとに公民館審議会が事業を多角的に評価

します。その評価をもって公民館は事業内容の向上に励んでいます。日野市の公民館では、

今後、市民のニーズをより一層取り入れるため、公民館を利用するサークル交流会などでも

公民館の運営を検討する場を設け、市民主体の学びの場をさらに充実させていく方針です。

公
民
館
を
支
え
る
制
度
と
法
律
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ʮ公民館ʹ͓͚Δར༻ऀަྲྀͷ͋Γํʹ͍ͭͯʯ
日野市公民館ӡӦ৹ٞձ͔Βฏ��ਃΑΓᶅ

公 民館Λ͑ࢧΔ੍ ͱ๏ 



公民館を使おう
公民館では、学習活動などを目的とした、

さまざまなジャンルのサークルが活動しています。

興味のある活動を探すもよし、新たに立ち上げるもよし。

まずは公民館を使ってみませんか？

46 47第 2 次日野 市 公 民館 基 本 構 想・基 本 計 画

興味のある活動を探すもよし、新たに立ち上げるもよし。
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日野市中央公民館と高幡台分室

日野市中央公民館

日野市中央公民館高幡台分室
市民の学びの2つの拠点

ত��ͷ։ઃҎདྷɺ市民ͷֶͼͭͳ͕

Γͮ͘ΓʹܞΘ͖ͬͯͨதԝ公民館ɻೖޱΛ

ೖ͙ͬͯ͢ͷஊࣨͰ͓͠ΌΓΛ͢Δਓɺ

ғޟΛ͢ΔਓͳͲɺͦ ΕͧΕ͕͍ࢥ͍ࢥͷ࣌

ؒΛա͍ͯ͝͠·͢ɻָثͷԋ͕Ͱ͖Δϗʔ

ϧө画্ө͕Ͱ͖Δࢹௌ֮ࣨɺΕͷಃܳ

༼อҭࣨͳͲɺ市民ͷֶͼͷཁʹԠ͑ɺ

͞·͟·ͳ׆ಈΛ͖ͯ͑ࢧ·ͨ͠ɻ市民͕Ѫ

ணΛ͍ͯͬ࣋ɺड͚͍ܧͰ͖ͨݐඋɺ

ͳͲΛɺͥࡐػ ͻҬͰͷֶͼʹ༗ޮ׆༻͠

͍ͯͩ͘͞ɻ

഼ߴΒ͠ͷྑ͍ʹҐஔ͢Δݟͷ഼ߴ

ࣨɻখֶߍͷࣷߍچΛ׆༻͠ɺฏ��

ʹ։ઃ͞Ε·ͨ͠ɻࣷߍچʹߴࡏݱɺ ഼

ࣨͷ΄͔ʹɺڷࢿྉ館ڭҭηϯλʔɺ

ֶಐΫϥϒೖ͍ͯ͠ډ·͢ɻ日ͨΓͷྑ

ࣨʹɺ഼͔ߴ͍ ͭͯͷࣨڭΛߨͨͬ

ʑͱͨ͠ௐཧࣨࣨɺిͷ΄͔ɺࣨ࠲ ؾ

ࣜͷಃܳ༼ۀ࡞ͷ͋Δ෦͋Γɺ࠲ߨ

ΠϕϯτʹΑͬͯߍఉମҭ館ར༻͞

Ε͍ͯ·͢ɻ

ACCESS
日野市日野本町7丁目5番地の23
TE L：042-581-7580
FAX：042-581-2110
休館日：月曜日・祝日・年末年始
JR中央線「日野」駅より徒歩8分
京王バス「日野本町」バス停より徒歩2分
京王バス「生活・保健センター前」バス停より徒歩5分

ACCESS
日野市程久保550番地
TE L：042-592-0864
FA X ：042-594-1915
休館日：月曜日・祝日・年末年始
京王線「高幡不動」駅より徒歩20分
多摩モノレール「程久保」駅より徒歩7分
京王バス「高幡台団地」バス停より徒歩5分

公 民館Λ͏͓

日野市தԝ公民館ϗʔϜϖʔδ

中央公民館・高幡台分室の
地図はホームページより

ご覧いただけます。
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公民館でできること

スポーツ・ダンス

料理

趣味・教養

美術・工芸

演劇・音楽

公民館利用案内

公民館ͷར༻ʹɺஂମొ͕ඞཁͰ ʢ͢ஊࣨ
ϑϦʔεϖʔεΛআ͘ʣɻஂମొதԝ公民館·ͨ
഼ߴࣨ૭ޱʹͯɺ։館日ͷ����ʙ�����·Ͱ
ड͚͚͍ͯ·͢ɻ

年間で7万人近い施設利用がある日野市の公民館。

中央公民館と高幡台分室それぞれの立地や機能に合わせて、音楽・美術・文芸・料理・

スポーツなどさまざまなサークル団体が登録し、利用しています。

˞日野市公民館ϗʔϜϖʔδʹͯɺొ αʔΫϧஂମͷҰཡΛ公։
͍ͯ͠·͢ɻֶݟͳͲ公民館͓߹ͤΛɻ

日野市ॅࡏͰࣾձڭҭ׆ಈΛ͏ߦ�ਓҎ্
ͷࣗओαʔΫϧ
ʢӦར・फڭ・ஂ࣏ମར༻Ͱ͖·ͤΜʣ

ʮࢪઃ༧γεςϜʯʹ ΑΔΠϯλʔωοτ
༧੍ɻ2͔݄ઌ·Ͱͷ༧͕ՄͰ͢ɻ
ʢύιίϯͷૢ͕࡞ෆ҆ͳํࣗ͝ʹύ
ιίϯ͕ͳ͍ํͷͨΊʹɺதԝ公民館͓Α
ͼ഼ߴࣨʹར༻ਃࠐΈ͕Ͱ͖Δύιί
ϯΛ༻ҙ͍ͯ͠·͢ʣ

ຖ݄�ʙ�日ʹࢪઃ༧γεςϜʹͯநબ
ਃΛड͚͚͍ͯ·͢ɻ�ʙ��日͕நબ
݁Ռ֬ೝͱͳΓɺબͷஂମؒظதʹ
બਃͷखଓ͖͕ඞཁͰ͢ɻ��日Ҏ߱
ۭ͖ঢ়گʹΑΓઌணॱͰ༧͕ՄͰ͢ɻ

���લ�����ʙ�2ޕ
�����������ʙޙޕ
ؒ������ʙ2�����

ແྉʢஂମొͨ͠ஂମ͕ࣾձڭҭ׆ಈͷ
ͨΊ͏߹ʹݶΔʣ

利用できる団体

部屋利用申込み

抽選

使用時間区分

使用料

保育事業のご案内

・公民館͕͏ߦอҭ͖ͭͷ࠲ߨʜh ʹใͻͷʱ ͯืूɺཁ༧

� ରɿ͔݄͔̒ࡀ�Βখֶߍबֶલͷ༮ࣇ

・อҭొαʔΫϧͷ公民館Ͱͷ׆ಈ

� ରɿ͔݄͔̒ࡀ�Βখֶߍबֶલͷ༮͍͕ࣇΔαʔΫϧ
˞్தʹ݄͔̒ࡀ�Λܴ͑Δ༮ࣇΛؚΈ·͢ɻ
˞อҭར༻ొ͕ඞཁͰ͢ɻ

・อҭॴɿதԝ公民館อҭࣨ΄͔

・อҭ࣌ ɿ͓ؒ ͓ΉͶ2ٳ˞�ؒ࣌館日Λআ͘

公民館·Ͱ͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻࡉৄ

༄

ࣗવௐ ڀݚࠪ・

ΤοηΠ

ௐ࢙ྺ ڀݚࠪ・

ആ۟

ࢁొ

ࣾަμϯε

ϏʔνϘʔϧόϨʔ

ϑϥΠϑΟογϯά

日本གྷ

ମૢ

�#ମૢ

μϯε

ϋΠΩϯά

ςίϯυʔ

ΤΞϩϏΫε

ϤΨ

Οϯλʔεϙʔπ

ଠݓۃ

ϐϥςΟε

உͷྉཧ

खଧͪ͏ͲΜ

खଧͪͦ

εΠʔπ

কع

ϋϫΠΞϯΩϧτ

మಓܕ

ωΠϧ

ંΓࢴ

ғޟ

தࠃ

ຑ

खܳ

ϖϯࣈ

ΞφϩάήʔϜ

ޠࠃؖ

ख࡞Γ͓ͪΌ

ӳձ

ύιίϯ

Φηϩ

ϑΝγϦςʔγϣϯ

ςʔϒϧήʔϜ

ύεςϧ画

ਫ࠼画

৭Ԗච画

ಃܳ

Γֆ

͖͓͞Γ

ॻಓ

༉ֆ

εςϯυάϥε

ΞΫϦϧ画

͔͝ฤΈ

ࣸਅ

ூ

ईീ

ϑϧʔτ

Ϊλʔ

ϋʔϞχΧ

ϚϯυϦϯ

ίʔϥε

Ϧίʔμʔ

ਓܶܗ

౷ܳ

ຯઢࡾ

Φʔέετϥ

߹এ

ΦΧϦφ

ډࣳ

Իָؑ

߹ָݭ

ϐΞϊ

ൃ࿅श

࿕ಡ

ΫϨϨ

ೋމ

˞公民館ͷϗʔϜϖʔδʹར༻ҊΛ͍ͯ͠ࡌܝ·͢ɻ

公民館って勝手に入っていいの？
何ができるの？ 子どもでも公民館を使えますか？ 講座やサークルの情報は

どこで見られますか？Q1 Q2 Q3
A1 A2 A3公民館ग़ೖΓࣗ༝Ͱ͢ɻஊࣨࣗ༝ͳۭ

ؒͰ͢ɻͪ߹Θͤॴͱͯ͠ɺஂ ΒΜͷ

ͱͯ͠ɺͲ͏͍ͧͩͯͬ͘͞دཱͪʹܰؾɻ館

֤෦ͷି͠ग़͠ʹ͍ͭͯɺ�ਓҎ্ͷ

ࣗओαʔΫϧͱܾ·͍ͬͯ·͢ɻஂମొ

公民館ͰͰ͖·͢ͷͰɺ͓ ͓ʹࣨࣄʹܰؾ

ਘͶ͍ͩ͘͞ɻ

ͪΖΜʂ�͓͍ͪͯ͠·͢ɻ公民館ΈΜ

ͳͷډॴͰΈΜͳͷֶͼͷͰ͢ɻஊࣨ

Ͱ॓Λͨ͠Γɺ本ΛಡΜͩΓ͠ ͍ͯΔࢠ͍

·͢ɻࣇಐ館公Ԃͱ公民館ΛͨͬߦΓདྷͨ

Γͯ͠༡ͿࢠͲɺ࣌ʹ༑ͩͪಉ࢜Ͱඈ

ͼճ͍ͬͯΔࢠνϥϗϥʜɻ

公民館ͷओ࠲ߨ࠵ͳͲɺ市ใh ใͻ

ͷ ɦ市͓Αͼ公民館ͷϗʔϜϖʔδɺ市

ͷ֤ࢪઃͰ͍ͯ͠ΔνϥγͳͲͰ͝

ཡ͍͚ͨͩ·͢ɻ·ͨɺαʔΫϧͷใ

公民館ͰӾཡͰ͖ΔαʔΫϧհࢠͰ

公։͍ͯ͠·͢ɻ৽نαʔΫϧͷ૬ஊ͓

͍ͪͯ͠·͢ɻ

公民館Q&A
「公民館って…、公民館でしょ」と漠然と思っていませんか？

ぜひ、「学び」「集う」ために公民館を使ってください。公民館は子どもから大人まで、

「はじめまして」の方の来館を心からお待ちしています！

ʮΑ͘Βͳ͍͔Βͨͬ͜ߦͱ͕ͳ͍ʯํ

文芸・歴史

ࣸਅ

ூ

公民館Λ͏͓

˞公民館ొஂମͷ׆ಈ༰ྫͰ͢ɻৄࡉ公民館ͷϗʔϜϖʔδΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ
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公民館ユーザーに聞きました
参加者アンケートより

�ؒͰ։ۀࣄͨ͠࠵ɹ101ۀࣄ
公民館ओۀࣄ࠵ͷࢀՃਓɹͷ22,875ਓ
தԝ公民館ࢪઃར༻ऀɹͷ41,251ਓ
ઃར༻ऀɹͷ28,477ਓࢪ഼ࣨߴ
公民館ۀࣄʹؔΘͬͨਓɹͷ92,603ਓ

ʢฏ �� ʣ

日野市の人口の
1/2 くらい…！

初めて会った人と
深い話ができて

楽しかった。
まだまだ話したい。

みんないろいろ
工夫しながら

ランタンを飛ばし、
楽しそうに空を

見上げていました。

家族の思い出に。
きれいだった。

自分と子どものことで
頭がいっぱいだったけれど、

他の人の考えや視点を
垣間見ることで、

自分の視野が
広がったと思う。

初めて公民館の
講座に参加しました。

とても丁寧に教えてくださり
楽しい会でした。

無事作り上げました。
出来上がって感激です。

古い着物を有効活用できる講座、
もっとあればいいです。

商売が楽しい。
小さい子に「ありがとう！」と

言われるのが嬉しい！

準備からやり、
成功（売り切れ）して

嬉しかった！

のりや折り紙を
思い切って使うことができ、

子どもと一緒に
自分も楽しみました。

思いのほか、
簡単に魚が釣れて

嬉しかった。

親世代に日本の
伝統文化を伝えることで、

子どもにも継承できることが
素敵です。

初めての釣りだったが、
非常食としての

川の意味を知った。

親子で参加することで、
一緒に楽しめる時間となりました。

子どもが自由に
紙を貼っていき、
絵を創る姿を見て
嬉しくなりました。

ひの市民大学
「コソダテにまつわる哲学カフェ」

着物の帯地で作るお雛さま

夢が輝く！
スカイランタンづくり講座

ひの市民大学
「浅川子どもビジネススクール」

ひの市民大学
「あなたの街の非常食
  多摩川水系で魚釣り」

ひの市民大学
「かたちであそぼう」

季節を楽しむ和の行事

ೕ༮ࣇͷ͕ͨͪࢠҭͯதʹग़ձ͏ɺ؆୯ʹ
͑ΒΕͳ ʮ͍͍ʯΛدͪ࣋Γɺ͓ Λย
खʹ本ԻΛޠΔΧϑΣࣜܗͷରͷɻͦͷ
日ͷςʔϚΛܾΊͯɺࣗ ͱ૬खͱͦͷʠʡ
Λେʹ͠ͳ͕Βɺͦ ΕͧΕͷ͍ࢥΛड͚ࢭ
Ί߹͍ɺࣗ ΛΞοϓσʔτ͢Δؒ࣌ͱͳΓ·
ͨ͠ɻྩݩ�݄��日ɺ�݄2�日։࠵ɻ

ฏ��ʹ։͠࠵ ʮͨͭΔ͠Λ࡞Ζ͏ʯ
ணͷଳͰ͓͍ݹࠓଓ͖ɺʹ࠲ߨ
͞·Λ࡞Δ࠲ߨΛ։͠࠵·ͨ͠ɻྩݩ
��݄ʙ��݄ͷ�ճ࠲ߨɻ

Ҭͷएऀͷا画ॻ͔Β࣮࠲ߨͨ͠ݱͰ͢ɻ
ʮເʹ͔ͯͬʯΛςʔϚʹϥϯλϯΛ͠࡞ɺ
ࣨͷۭʹඈ͠·ͨ͠ɻ;ΜΘΓ഼ۭߴ
ʹු͔Ϳ໌͔ΓΛɺࢀՃऀͱҰॹʹָ͠Έ·͠
ͨɻࢀՃऀ৬һɺͱʹײಈͨ͠࠲ߨͰ ɻ͢
ྩݩ�2݄��日։࠵ɻ

·ೖΕ͔ΒҬͷ͓・画اͲ͕ͨͪɺࢠ
ͭΓͷٖళൢച·ͰΛମݧɻָ͠Έͳ͕Β
ʮϏδωε֮ײʯΛҭΈ·ͨ͠ɻྩ2�݄ɺ
�ճ࠲ߨɻ

͠ͷ࣌ͷͨΊʹɺ日野ΛྲྀΕΔଟຎਫ
Γͷɺੜ͖͠ݧΛ֫ΓௐཧΛମͪͨڕͷܥ
αόΠόϧज़Λֶͼ·ͨ͠ɻྩݩ�݄�日
։࠵ɻ

͞·͟·ͳʠ͔ͨͪʡ͔ ΒΠϝʔδ͢ΔྗΛҭΉ
༮ڭࣇҭ๏ͱɺσβΠϯͷ基ૅΛ߹Θͤͨ
ΑΓɺͲΜͳਓͰΞʔτʹ͠Έʹ࡞੍࡞
ָ͠Ή͜ͱ͕Ͱ͖ΔࢠϫʔΫγϣοϓɻྩ
ɻ࠵��݄��日։ݩ

͜ΑΈʹ߹Θͤͨ౷ࣄߦश׳Λɺʮ͓ʯ
ͱʮಐགΛՎ͏ʯɺͦ ͠ ʮͯقઅͷ͓՛ͮ͘ࢠ
ΓʯͳͲͰ構ɻࢠͰָ͠ΊΔֶͼͷͱ
ͳΓ·ͨ͠ɻྩݩ�݄ʙྩ22݄ɺ�ճ
ɻ࠲ߨ

公民館Λ͏͓

近年開催した事業のアンケートから、反響の大きかった事業や参加した市民の声を、

ほんの一部ご紹介します。公民館はこれからも、たくさんの方の利用をお待ちしています。
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ひとりひとりが自分の学びにたどり着いていく。

ひととひとがつながって学びがひらかれていく。

日野の土に生かされ、水に潤い、緑にひらかれて

ともに学び合っていく。

今の我らを超えるために学び

我らの暮らしを我らの営みになすために学ぶ。

相手のリアルに身を置き、自分のリアルを見つめ、暮らしが合わさっていく。

生き合える喜びを生みだす学びにたどり着いて

自分に宿る自分の願いにたどり着いて

人間がひらかれていく。

学びが織りなす　ひととひととの息遣いの中に、日野はある。

お
わ
り
に

ྉࢿߟࢀ

公 民 館を取り巻く関 係 法 令

①日本国憲法
日ɹত2���݄�日ߦࢪ

第2�　ͯ͢ࠃ民ɺ๏ͷఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓɺ
ͦͷྗʹԠͯ͡ɺͻͱ͠ རΛ༗͢ΔɻݖҭΛड͚Δڭ͘

②教育基本法
ऴվਖ਼日ɹฏ���2݄��日࠷日ɹত22�݄��日ɹߦࢪ

第�　ࠃ民ҰਓҰਓ͕ɺࣗ ͷਓ֨Λຏ͖ɺ๛͔ͳݾ
ਓੜΛૹΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ɺͦ ͷੜ֔ʹΘͨͬͯɺ͋
ΒΏΔػձʹɺ͋ ΒΏΔॴʹֶ͓͍ͯश͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖ɺͦ ͷՌΛదʹੜ͔͢͜ͱͷͰ͖Δࣾձͷ࣮ݱ
͕ਤΒΕͳ͚ΕͳΒͳ͍ɻ

第�2ɹݸਓͷཁࣾձͷཁʹͨ͑͜ɺࣾ ձʹ͓
ମʹΑͬͯஂڞͼํ公ٴࠃҭɺڭΘΕΔߦ͍ͯ
ྭ͞Εͳ͚ΕͳΒͳ͍ɻ
2ɹٴࠃͼํ公ஂڞମɺਤॻ館ɺത館ɺ公民館
ͦͷଞͷࣾձڭҭࢪઃͷઃஔɺֶ ઃͷར༻ɺֶࢪͷߍ
शͷػձٴͼใͷఏͦڙͷଞͷదͳํ๏ʹΑͬͯ
ࣾձڭҭͷৼڵʹΊͳ͚ΕͳΒͳ͍ɻ

第��ɹֶߍɺՈఉٴͼҬॅ民ͦͷଞͷؔऀɺ
ҭʹ͓͚ΔͦΕͧΕͷׂͱΛ֮ࣗ͢Δͱͱʹɺڭ
૬ޓͷ࿈ٴܞͼྗڠʹΊΔͷͱ͢Δɻ

③社会教育法
�݄�日ݩऴվਖ਼日ɹྩ࠷日ɹত2��݄��日ɹߦࢪ

ʢ͜ͷ๏ͷతʣ
第̍ɹ͜ͷ๏ɺڭҭ基本๏ʢฏ��๏第�
�2�߸ʣͷਫ਼ਆʹଇΓɺࣾ ձڭҭʹؔ͢Δٴࠃͼํ
公ஂڞମͷΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛతͱ͢Δɻ

ʢࣾձڭҭͷఆٛʣ
第2ɹ͜ͷ๏ʹ͓͍ ʮͯࣾձڭҭʯͱɺֶ ҭڭߍ
๏ʢত22๏第2�߸ʣຢबֶલͷࢠͲʹؔ͢
Δڭҭɺอҭͷ૯߹తͳఏڙͷਪਐʹؔ͢Δ๏ʢฏ
��๏第��߸ʣʹ 基͖ͮɺֶ ҭ՝ఔͱ͠ڭͷߍ ͯ
ʹͼਓٴಈΛআ͖ɺओͱͯ͠੨গ׆ҭڭΘΕΔߦ
ରͯ͠ߦΘΕΔ৫తͳڭҭ׆ಈʢମҭٴͼϨΫϦΤʔ
γϣϯͷ׆ಈΛؚΉʣΛ͍͏ɻ

ʢٴࠃͼํ公ஂڞମͷʣ
第�ɹٴࠃͼํ公ஂڞମɺ͜ ͷ๏ٴͼଞͷ๏
ྩͷఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓɺࣾ ձڭҭͷྭʹඞཁͳࢪ
ઃͷઃஔٴͼӡӦɺू ձͷ։࠵ɺࢿྉͷ࡞ɺ൦ͦ
ͷଞͷํ๏ʹΑΓɺ͢ ͯͷࠃ民͕͋ΒΏΔػձɺ͋ Β

ΏΔॴΛར༻ͯ͠ɺࣗ Β࣮ࡍੜ׆ʹଈ͢ΔจԽతڭ
ཆΛߴΊಘΔΑ͏ͳڥΛৢ͢ΔΑ͏ʹΊͳ͚Ε
ͳΒͳ͍ɻ
2ɹٴࠃͼํ公ஂڞମɺલ߲ͷΛ͏ߦʹͨ
ͭͯɺࠃ民ͷֶशʹର͢Δଟ༷ͳधཁΛ౿·͑ɺ͜ Ε
ʹదʹରԠ͢ΔͨΊʹඞཁͳֶशͷػձͷఏٴڙͼ
ͦͷྭΛ͜͏ߦͱʹΑΓɺੜֶ֔शͷৼدʹڵ༩͢Δ
͜ͱͱͳΔΑ͏ΊΔͷͱ͢Δɻ
�ɹٴࠃͼํ公ஂڞମɺ第Ұ߲ͷΛ͏ߦʹ
ͨͭͯɺࣾ ձڭҭֶ͕ڭߍҭٴͼՈఉڭҭͱͷີ
ͳؔ࿈ੑΛ༗͢Δ͜ͱʹ͔Μ͕Έɺֶ ܞҭͱͷ࿈ڭߍ
ͷ֬อʹΊɺٴͼՈఉڭҭͷ͢ࢿʹ্Δ͜ͱͱͳ
ΔΑ͏ඞཁͳྀΛ͢Δͱͱʹɺֶ ͼҬٴɺՈఉߍ
ॅ民ͦͷଞͷؔऀ૬ؒޓͷ࿈ٴܞͼྗڠͷଅਐʹ
Δ͜ͱͱͳΔΑ͏ΊΔͷͱ͢Δɻ͢ࢿ

ʢ市ொଜͷڭҭҕһձͷࣄʣ
第̑ɹ市ʢಛผ۠ΛؚΉɻҎԼಉ͡ɻʣொଜͷڭҭҕ
һձɺࣾ ձڭҭʹؔ͠ɺ֘ํͷඞཁʹԠ͡ɺ༧ࢉ
ͷൣғʹ͓͍ͯɺ次ͷࣄΛ͏ߦɻ
ɹҰɹࣾձڭҭʹඞཁͳԉॿΛ͜͏ߦͱɻ
ɹೋɹࣾձڭҭҕһͷҕʹؔ͢Δ͜ͱɻ
ɹࡾɹ公民館ͷઃஔٴͼཧʹؔ͢Δ͜ͱɻ
ɹ࢛ɹॴʹଐ͢Δਤॻ館ɺത館ɺ੨ͷՈͦͷଞ

ͷࣾձڭҭࢪઃͷઃஔٴͼཧʹؔ͢Δ͜ͱɻ
ɹޒɹॴʹଐ͢Δֶߍͷࣾ͏ߦձڭҭͷͨΊͷ࠲ߨ

ͷ։ઃٴͼͦͷྭʹؔ͢Δ͜ͱɻ
ɹɹ࠲ߨͷ։ઃٴͼ౼ձɺߨशձɺߨԋձɺలࣔ

ձͦͷଞͷूձͷ։࠵ฒͼʹ͜ΕΒͷྭʹؔ
͢Δ͜ͱɻ

ɹࣣɹՈఉڭҭʹؔ͢ΔֶशͷػձΛఏ͢ڙΔͨΊͷ
ʹҭڭฒͼʹՈఉ࠵ͼूձͷ։ٴͷ։ઃ࠲ߨ
ؔ͢Δใͷఏڙฒͼʹ͜ΕΒͷྭʹؔ͢Δ
͜ͱɻ

ɹീɹ৬ڭۀҭٴͼۀ࢈ʹؔ͢ΔՊֶٕज़ࢦಋͷͨ
Ίͷूձͷ։࠵ฒͼʹͦͷྭʹؔ͢Δ͜ͱɻ

ɹɹੜ׆ͷՊֶԽͷࢦಋͷͨΊͷूձͷ։ٴ࠵ͼ
ͦͷྭʹؔ͢Δ͜ͱɻ

ɹेɹใԽͷਐలʹରԠͯ͠ใͷऩूٴͼར༻Λ
ԁ͔ͭదਖ਼ʹͨ͏ߦΊʹඞཁͳࣝຢٕ
ʹؔ͢ΔֶशͷػձΛఏ͢ڙΔͨΊͷ࠲ߨͷ։
ઃٴͼूձͷ։࠵ฒͼʹ͜ΕΒͷྭʹؔ͢Δ
͜ͱɻ

ɹेҰɹӡಈձɺٕڝձͦͷଞମҭࢦಋͷͨΊͷूձ
ͷ։ٴ࠵ͼͦͷྭʹؔ͢Δ͜ͱɻ

ɹेೋɹԻָɺԋܶɺඒज़ͦͷଞܳज़ͷൃදձͷ։
日野市தԝ公民館഼ߴࣨ

日野市教育委員会
教育長

米田 裕治
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ͼͦͷྭʹؔ͢Δ͜ͱɻٴ࠵
ɹेࡾɹओͱֶͯ͠ྸࣇಐٴͼֶྸੜ ʢెͦΕͧΕֶ

ͼֶٴಐࣇఆ͢Δֶྸنʹҭ๏第��ڭߍ
ྸੜెΛ͍͏ɻʣʹ ର͠ɺֶ ޙͷऴྃۀͷतߍ
ຢۀٳ日ʹֶ͓͍ͯߍɺࣾ ձڭҭࢪઃͦͷ
ଞదͳࢪઃΛར༻ֶͯ͠͏ߦशͦͷଞͷ׆
ಈͷػձΛఏ͢ڙΔۀࣄͷ࣮ࢪฒͼʹͦͷ
ྭʹؔ͢Δ͜ͱɻ

ɹे࢛ɹ੨গʹର͠ϘϥϯςΟΞ׆ಈͳͲࣾձไ
ମ׆ݧಈɺࣗ વମ׆ݧಈͦͷଞͷମ׆ݧಈͷ
ʹͼͦͷྭٴࢪͷ࣮ۀࣄΔ͢ڙձΛఏػ
ؔ͢Δ͜ͱɻ

ɹेޒɹࣾձڭҭʹ͓͚ΔֶशͷػձΛར༻ͯͭ͠ߦ
ֶͨशͷՌΛߍֶͯ͠༺׆ɺࣾ ձڭҭࢪઃ
ͦͷଞҬʹ͓͍ͯڭ͏ߦҭ׆ಈͦͷଞͷ
ͼͦͷٴࢪͷ࣮ۀࣄΔ͢ڙձΛఏػಈͷ׆
ྭʹؔ͢Δ͜ͱɻ

ɹेɹࣾձڭҭʹؔ͢Δใͷऩूɺཧٴͼఏڙ
ʹؔ͢Δ͜ͱɻ

ɹेࣣɹࢹௌ֮ڭҭɺମҭٴͼϨΫϦΤʔγϣϯʹඞ
ཁͳઃඋɺٴࡐثͼࢿྉͷఏڙʹؔ͢Δ͜ͱɻ

ɹेീɹใͷަٴͼௐࠪڀݚʹؔ͢Δ͜ͱɻ
ɹेɹͦͷଞ第�第�߲ͷΛୡ͢ΔͨΊʹ

ඞཁͳࣄ
̎ɹ市ொଜͷڭҭҕһձɺલ߲第��߸͔Β第��߸
·Ͱʹنఆ͢Δ׆ಈͰ͋ͭͯҬॅ民ͦͷଞͷؔऀ
ʢҎԼ͜ͷ߲ٴͼ第�ͷ�第2߲ʹ͓͍ ʮͯҬॅ民
ʯͱ͍͏ɻʣ͕ ͷʢҎԼʮҬֶ͏ߦಇͯ͠ڠͱߍֶ
͢ࢪΛ࣮ۀࣄΔ͢ڙձΛఏػಈʯͱ͍͏ɻʣͷ׆ಇڠߍ
ΔʹͨͭͯɺҬॅ民ͷੵۃతͳࢀՃΛಘͯ
֘Ҭֶڠߍಇ׆ಈֶ͕ߍͱͷదͳ࿈ܞͷԼʹԁ
͔ͭޮՌతʹ࣮͞ࢪΕΔΑ͏ɺҬॅ民ͱֶߍͱͷ
࿈ྗڠܞମ੍ͷඋɺҬֶڠߍಇ׆ಈʹؔ͢Δීٴ
Δͷͱ͢ΔɻͣߨͷଞͷඞཁͳાஔΛͦൃܒ
̏ɹํڭҭߦͷ৫ٴͼӡӦʹؔ͢Δ๏ʢত
��๏第��2߸ʣ第2�第�߲ͷྫͷఆΊΔͱ͜
ΖʹΑΓͦͷ͕ಉ߲第�߸ʹ͛ܝΔࣄʢҎԼʮಛఆ
Δ͜ͱͱ͞Εͨ͢ߦͼࣥٴʯͱ͍͏ɻʣΛཧ͠ɺࣄ
ํ公ஂڞମʢҎԼʮಛఆํ公ஂڞମʯͱ͍͏ɻʣͰ͋
Δ市ொଜʹ͋ͭͯɺ第�߲ͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺಉ߲
第�߸ٴͼ第�߸ͷࣄͷ͏ͪಛఆࣄʹؔ͢Δͷɺ
ͦͷ͕͏ߦͷͱ͢Δɻ

第�ষɹ公民館
ʢతʣ
第2�ɹ公民館ɺ市ொଜͦͷଞҰఆ۠Ҭͷॅ民
ͷͨΊʹɺ࣮ ҭɺֶڭଈ͢Δʹ׆ੜࡍ ज़ٴͼจԽʹؔ
͢Δ֤छͷۀࣄΛ͍ߦɺͭͯॅ民ͷڭཆͷ্ɺ݈
ɺࣾڵจԽͷৼ׆ͷ૿ਐɺૢͷ७ԽΛਤΓɺੜ߁ ձ
ࢱͷ૿ਐʹد༩͢Δ͜ͱΛతͱ͢Δɻ

ʢ公民館ͷઃஔऀʣ
第2�ɹ公民館ɺ市ொଜ͕ઃஔ͢Δɻ
̎ɹલ߲ͷ߹Λআ͘΄͔ɺ公民館ɺ公民館ͷઃஔΛ
తͱ͢ΔҰൠࣾஂ๏ਓຢҰൠஂࡒ๏ਓʢҎԼ͜ͷ
ষʹ͓͍ ʮͯ๏ਓʯͱ͍͏ʣͰͳ͚Εઃஔ͢Δ͜ͱ͕
Ͱ͖ͳ͍ɻ
̏ɹ公民館ͷۀࣄͷӡӦ্ඞཁ͕͋Δͱ͖ɺ公民館
ʹ館Λઃ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

ʢ公民館ͷۀࣄʣ
第22ɹ公民館ɺ第2�ͷతୡͷͨΊʹɺ͓
͓ΉͶࠨɺ ͷۀࣄΛ͏ߦɻୠ͠ɺ͜ ͷ๏ٴͼଞͷ๏ྩ
ʹΑͭͯ͡ېΒΕͨͷɺ͜ ͷݶΓͰͳ͍ɻ
ɹҰɹఆ࠲ߨظΛ։ઃ͢Δ͜ͱɻ
ɹೋɹ౼ձɺߨशձɺߨԋձɺ࣮ शձɺలࣔձΛ

։͢࠵Δ͜ͱɻ
ɹࡾɹਤॻɺهɺܕɺࢿྉΛඋ͑ɺͦ ͷར༻Λਤ

Δ͜ͱɻ
ɹ࢛ɹମҭɺϨΫϦΤʔγϣϯʹؔ͢ΔूձΛ։͢࠵

Δ͜ͱɻ
ɹޒɹ֤छͷஂମɺؔػͷ࿈བྷΛਤΔ͜ͱɻ
ɹɹͦͷࢪઃΛॅ民ͷूձͦͷଞ公ڞతར༻ʹ͢ڙ

Δ͜ͱɻ

ʢ公民館ͷӡӦํʣ
第2�ɹ公民館ɺ次ͷߦҝΛͯͭߦͳΒͳ͍ɻ
ɹҰɹͭͺΒӦརΛతͱͯ͠ۀࣄΛ͍ߦɺಛఆͷ

Ӧརࣄʹ公民館ͷ໊শΛར༻ͤͦ͞ͷଞӦ
རۀࣄΛԉॿ͢Δ͜ͱɻ

ɹೋɹಛఆͷౘͷརʹؔ͢ΔۀࣄΛ͍ߦɺຢ公
Δ͜ͱɻ࣋͢ࢧɺಛఆͷީิऀΛؔ͠ʹڍͷબࢲ

ɹ̎市ொଜͷઃஔ͢Δ公民館ɺಛఆͷफڭΛ࣋͠ࢧɺ
ຢಛఆͷڭɺफए͘͠ஂڭΛࢧԉͯ͠ͳΒ
ͳ͍ɻ

ʢ公民館ͷ基४ʣ
第2�ͷ2ɹจ෦Պֶେਉɺ公民館ͷ݈શͳൃୡΛ
ਤΔͨΊʹɺ公民館ͷઃஔٴͼӡӦ্ඞཁͳ基४Λఆ
ΊΔͷͱ͢Δɻ
̎ɹจ෦Պֶେਉٴͼಓݝͷڭҭҕһձɺ市ொ
ଜͷઃஔ͢Δ公民館͕લ߲ͷ基४ʹैͭͯઃஔ͞Εٴ
ͼӡӦ͞ΕΔΑ͏ʹɺ֘市ொଜʹର͠ɺࢦಋɺॿͦݴ
ͷଞͷԉॿʹΊΔͷͱ͢Δɻ

ʢ公民館ͷઃஔʣ
第2�ɹ市ொଜ͕公民館Λઃஔ͠Α͏ͱ͢Δͱ͖ɺ
ྫͰɺ公民館ͷઃஔٴͼཧʹؔ͢Δ߲ࣄΛఆΊͳ
͚ΕͳΒͳ͍ɻ

第2�ɹআ

第2�ɹআ

ʢ公民館ͷ৬һʣ
第2�ɹ公民館ʹ館Λஔ͖ɺओͦࣄͷଞඞཁͳ৬һ
Λஔ͘͜ ͱ͕Ͱ͖Δɻ
̎ɹ館ɺ公民館ͷ֤͏ߦछͷۀࣄͷا画࣮ͦࢪͷ
ଞඞཁͳࣄΛ͍ߦɺॴଐ৬һΛಜ͢Δɻ
̏ɹओࣄɺ館ͷ໋Λड͚ɺ公民館ͷۀࣄͷ࣮ࢪʹ
͋ͨΔɻ

第2�ɹ市ொଜͷઃஔ͢Δ公民館ͷ館ɺओͦࣄͷ
ଞඞཁͳ৬һɺ֘市ொଜͷڭҭҕһձʢಛఆํ
公ஂڞମͰ͋Δ市ொଜͷ͕ͦͷઃஔɺཧٴͼഇࢭ
ʹؔ͢ΔࣄΛཧ͠ɺٴͼࣥ͢ߦΔ͜ͱͱ͞Εͨ公民
館ʢ第��第�߲ٴͼ第��第�߲ʹ͓͍ ʮͯಛఆ公
民館ʯͱ͍͏ɻʣͷ館ɺओͦࣄͷଞඞཁͳ৬һʹ͋ͭ
ͯɺ֘市ொଜͷʣ͕ ໋͢Δɻ

ʢ公民館ͷ৬һͷݚमʣ
第2�ͷ2ɹ第�ͷ�ͷنఆɺ公民館ͷ৬һͷݚ
मʹ͍ͭͯ४༻͢Δɻ

ʢ公民館ӡӦ৹ٞձʣ
第2�ɹ公民館ʹ公民館ӡӦ৹ٞձΛஔ͘͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ
̎ɹ公民館ӡӦ৹ٞձɺ館ͷࢾʹԠ͡ɺ公民館
ʹ͓͚Δ֤छͷۀࣄͷا画࣮ࢪʹ͖ͭௐࠪ৹ٞ͢Δ
ͷͱ͢Δɻ

第��ɹ市ொଜͷઃஔ͢Δ公民館ʹ͋ͭͯɺ公民
館ӡӦ৹ٞձͷҕһɺ֘市ொଜͷڭҭҕһձʢಛ
ఆ公民館ʹஔ͘公民館ӡӦ৹ٞձͷҕһʹ͋ͭͯɺ
֘市ொଜͷʣ͕ ҕ͢Δɻɹ
̎ɹલ߲ͷ公民館ӡӦ৹ٞձͷҕһͷҕͷ基४ɺఆ
ٴͼͦظͷଞ֘公民館ӡӦ৹ٞձʹؔ͠ඞཁͳ
ɺ֘市ொଜͷྫͰఆΊΔɻ߲͜ࣄ ͷ߹ʹ͓͍
ͯɺҕһͷҕͷ基४ʹ͍ͭͯɺจ෦ՊֶলྩͰఆ
ΊΔ基४Λࢀऌ͢Δͷͱ͢Δɻ

第��ɹ๏ਓͷઃஔ͢Δ公民館ʹ公民館ӡӦ৹ٞձ
Λஔ͘߹ʹ͋ͭͯɺͦ ͷҕһɺ֘๏ਓͷһ
ΛͭͯॆͯΔͷͱ͢Δɻ

ʢӡӦͷঢ়گʹؔ͢ΔධՁʣɹ
第�2ɹ公民館ɺ֘公民館ͷӡӦͷঢ়گʹ͍ͭ
ͯධՁΛ͏ߦͱͱʹɺͦ ͷ݁Ռʹ基͖ͮ公民館ͷӡ
ӦͷվળΛਤΔͨΊඞཁͳાஔΛͣߨΔΑ͏Ίͳ͚
ΕͳΒͳ͍ɻ

ʢӡӦͷঢ়گʹؔ͢Δใͷఏڙʣ
第�2ͷ2ɹ公民館ɺ֘公民館ͷۀࣄʹؔ͢Δ

Ҭॅ民ͦͷଞؔऀͷཧղΛਂΊΔͱͱʹɺ͜ ΕΒͷ
ऀͱͷ࿈ٴܞͼྗڠͷਪਐʹ͢ࢿΔͨΊɺ֘公民館
ͷӡӦͷঢ়گʹؔ͢ΔใΛੵۃతʹఏ͢ڙΔΑ͏
Ίͳ͚ΕͳΒͳ͍ɻ
ʢ基ۚʣ
第��ɹ公民館Λઃஔ͢Δ市ொଜʹ͋ͭͯɺ公民
館ͷҡ࣋ӡӦͷͨΊʹɺํ࣏ࣗ๏ʢত22๏第
��߸ʣ第2��ͷ基ۚΛઃ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

ʢಛผձ計ʣ
第��ɹ公民館Λઃஔ͢Δ市ொଜʹ͋ͭͯɺ公民
館ͷҡ࣋ӡӦͷͨΊʹɺಛผձ計Λઃ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

ʢ公民館ͷิॿʣ
第��ɹࠃɺ公民館Λઃஔ͢Δ市ொଜʹର͠ɺ༧ࢉ
ͷൣғʹ͓͍ͯɺ公民館ͷࢪઃɺઃඋʹཁ͢Δܦඅ
ͦͷଞඞཁͳܦඅͷҰ෦Λิॿ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
̎ɹલ߲ͷิॿۚͷަʹؔ͠ඞཁͳ߲ࣄɺྩͰ
ఆΊΔɻ

第��ɹআ

第��ɹಓ͕ݝํ࣏ࣗ๏第2�2ͷ2ͷنఆ
ʹΑΓɺ公民館ͷӡӦʹཁ͢ΔܦඅΛิॿ͢Δ߹ʹ
͓͍ͯɺจ෦ՊֶେਉɺྩͷఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓɺ
ͦͷิॿۚͷֹɺิ ॿͷൺɺิ ॿͷํ๏ͦͷଞඞཁ
ͳ߲ࣄʹ͖ͭใࠂΛٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

第��ɹݿࠃͷิॿΛड͚ͨ市ொଜࠨɺ Δ͛ܝʹ
߹ʹ͓͍ͯɺͦ ͷड͚ͨิॿۚΛݿࠃʹฦؐ͠ͳ͚
ΕͳΒͳ͍ɻ
ɹҰɹ公民館͕͜ͷ๏ए͘͜͠ͷ๏ʹ基໋ͮ͘

ྩຢ͜ΕΒʹ基͍ͮͯͨ͠ॲʹҧͨ͠
ͱ͖ɻ

ɹೋɹ公民館͕ͦͷۀࣄͷશ෦ए͠ ͘Ұ෦Λഇ͠ࢭɺ
ຢ第2�ʹ͛ܝΔతҎ֎ͷ༻్ʹར༻͞
ΕΔΑ͏ʹͳͭͨͱ͖ɻ

ɹࡾɹิॿۚަͷ݅ʹҧͨ͠ͱ͖ɻ
ɹ࢛ɹِڏͷํ๏ͰิॿۚͷަΛड͚ͨͱ͖ɻ

ʢ๏ਓͷઃஔ͢Δ公民館ͷࢦಋʣ
第��ɹจ෦Պֶେਉٴͼಓݝͷڭҭҕһձɺ
๏ਓͷઃஔ͢Δ公民館ͷӡӦͦͷଞʹؔ͠ɺͦ ͷٻΊ
ʹԠͯ͡ɺඞཁͳࢦಋٴͼॿݴΛ༩͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

ʢ公民館ͷۀࣄຢߦҝͷఀࢭʣ
第��ɹ公民館͕第2�ͷنఆʹҧ͢ΔߦҝΛߦ
ɺ市ொଜͷઃஔ͢Δ公民館ʹ͋ͭͯ֘市࣌ͨͭ
ொଜͷڭҭҕһձʢಛఆ公民館ʹ͋ͭͯɺ֘市ொ
ଜͷʣɺ๏ਓͷઃஔ͢Δ公民館ʹ͋ͭͯಓݝ
ͷڭҭҕһձɺͦ ͷۀࣄຢߦҝͷఀࢭΛ໋ͣΔ͜
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ͱ͕Ͱ͖Δɻ
̎ɹલ߲ͷنఆʹΑΔ๏ਓͷઃஔ͢Δ公民館ͷۀࣄຢ
ߦҝͷఀྩ໋ࢭʹؔ͠ඞཁͳ߲ࣄɺಓݝͷ
ྫͰఆΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

ʢേଇʣ
第��ɹલ第�߲ͷنఆʹΑΔ公民館ͷۀࣄຢ
ҝΛͨ͠ऀɺ�ҎԼߦҧ͢Δʹྩ໋ࢭҝͷఀߦ
ͷए͘͠ې᭛ຢ�ສԁҎԼͷേۚʹॲ͢Δɻ

ʢ公民館ྨࢪࣅઃʣ
第�2ɹ公民館ʹྨ͢ࣅΔࢪઃɺԿਓ͜ΕΛઃஔ
͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
̎ɹલ߲ͷࢪઃͷӡӦͦͷଞʹؔͯ͠ɺ第��ͷن
ఆΛ४༻͢Δɻ

④社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令
日ɹྩ2�݄�日ߦࢪ

ʢमྃূॻͷत༩ʣ
第�ɹߨशΛ͏ߦେֶͦͷଞͷڭҭؔػͷɺ第
�ͷنఆʹΑΓɺ�୯ҐҎ্ͷ୯ҐΛमಘͨ͠ऀʹର
ͯ͠ɺߨशͷमྃূॻΛ༩͑Δͷͱ͢Δɻ
̎ɹʤུʥ
̏ɹ第�߲ʹنఆ͢ΔमྃূॻΛत༩͞Εͨऀɺࣾ ձ
शʣͱশ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻߨʢ࢜ҭڭ

第��ɹ๏第�ͷ�第�߸ͷنఆʹΑΓେֶʹ͓͍
ͯमಘ͖ࣾ͢ձڭҭओࣄͷཆʹΔࣾձڭҭʹؔ
͢ΔՊͷ୯Ґɺ次ͷදʹ͛ܝΔͷͱ͢Δ

Պ ୯Ґ
ੜֶ֔श֓ �
ੜֶ֔शࢧԉ �
ࣾձڭҭܦӦ �
ࣾձڭҭಛߨ �
ࣾձڭҭ࣮श �
ࣾձڭҭԋशɺࣾձڭҭ࣮शຢ
ࣾձڭҭ՝ڀݚͷ͏ͪҰҎ্ͷՊ �

̎ɹʤུʥ
̏ɹ第�߲ͷنఆʹΑΓमಘ͖͢Պͷ୯ҐΛશͯम
ಘͨ͠ऀɺࣾ ձڭҭ࢜ʢཆ՝ఔʣͱশ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ

⑤日野市公民館設置条例
ʢઃஔʣ
第�ɹࣾձڭҭ๏ʢত2�๏第2��߸ɻҎԼ
ʮ๏ʯͱ͍͏ɻʣ第2�ͷతΛୡ͢ΔͨΊɺ๏第2�
ʹ基͖ͮɺ日野市ʹ公民館Λઃஔ͢Δɻ

ʢ໊শͱҐஔʣ
第2ɹ公民館ͷ໊শٴͼҐஔɺ次ͷΑ͏ʹఆΊΔɻ
ɹ໊শɹ日野市தԝ公民館
ɹҐஔɹ日野市日野本ொࣣஸ�൪ͷ2�

ʢত��ྫ��・Ұ෦վਖ਼ʣ
�
ʢཧʣ
第�ɹ公民館ɺڭҭҕһձ͕ཧ͢Δɻ

ʢ৬һʣ
第�ɹ公民館ʹ次ͷ৬һΛஔ͘ɻ
ɹ館ɹ�ਓɹ
ɹ෭館ɹ�ਓɹ
ɹओࣄɺओͦิࣄͷଞɹएׯਓɹ
ʢฏ2�ྫ��・Ұ෦վਖ਼ʣ

ʢӡӦ৹ٞձʣ
第�ɹ๏第2�ʹΑΓɺ公民館ӡӦ৹ٞձΛஔ͘ɻ

ʢҕһͷҕٴͼఆʣ
第�ɹ公民館ӡӦ৹ٞձҕһʢҎԼʮҕһʯͱ�
͍͏ɻʣɺڭҭҕһձ͕ҕ͢Δɻ
2ɹҕһͷఆɺ��ਓҎͱ͠ɺ次ʹ͛ܝΔऀͰ構
͢Δɻ
ɹʢ�ʣֶ ҭͷڭɺՈఉऀҭͷؔڭͼࣾձٴҭڭߍ
�ɹ�ਓऀݧܦֶࣝʹฒͼऀ͏ߦಈΛ׆Δ͢ࢿʹ্
Ҏ

ɹʢ2ʣ公ืʹΑΔ市民ɹ2ਓҎ
ʢฏ2�ྫ��・શվʣ

ʢҕһͷظʣ
第�ɹҕһͷظ2ͱ͢Δɻͨͩ͠ɺ࠶Λ͛
ͳ͍ɻ
2ɹิܽҕһɺલऀͷؒظͱ͢Δɻ
ʢฏ�2ྫ��・Ұ෦վਖ਼ʣ

ʢҕһͷใुٴͼඅ༻หঈʣ
第�ɹҕһͷใुٴͼඅ༻หঈɺ日野市ಛผ৬ͷ
৬һͰඇৗۈͷͷͷใुٴͼඅ༻หঈʹؔ͢Δྫ
ʢত��ྫ第��߸ʣͷఆΊΔͱ͜ΖʹΑΔɻ

ʢҕ߲ࣄʣ
第�ɹ͜ͷྫߦࢪʹ͍ͭͯඞཁͳ߲ࣄɺنଇͰ
ఆΊΔɻ

ଇɹ
͜ͷྫɺত���݄2�日͔Β͢ߦࢪΔɻ
ଇʢত��ྫ第��߸ʣɹ
͜ͷྫত���݄�日͔Β͢ߦࢪΔɻ
ଇʢฏ�2ྫ第��߸ʣɹ
͜ͷྫฏ�2�݄�日͔Β͢ߦࢪΔɻ
ଇʢฏ2�ྫ第��߸ʣɹ
͜ͷྫฏ2��݄�日͔Β͢ߦࢪΔɻ

第2次日野市公民館基本構想・基本計画策定委員会

公民館利用団体に属する者
野্ࢠژ�ʢར༻ऀަྲྀձΔʙɺਪਐձٞදʣ
�৳ ʢޫ日野ࡍࠃ༑Ϋϥϒʣ
˒ҕһ�ɿࠤ�౻�ᡏ ʢ໌தԝ公民館഼ߴࣨಃܳαʔΫϧʣ

社会教育関係者
ʢ公民館ӡӦ৹ٞձҕһʣࢠ�ٶ
൞্�ӫ ʢี公民館ӡӦ৹ٞձʣ
Ӊլਆ�ʢ公民館ӡӦ৹ٞձʣ
ໜ࿊ࢠ܆�ʢ公民館ฏߦ࣮ۀࣄҕһձʣ

学校教育関係者
উଜ�ঊʢઐֶࢣߨߍɺఇژେֶڭҭֶ෦୮ؒθϛଔۀੜʣ

家庭教育の向上に資する活動を行う者
ॾ�ஐࢠʢࢠҭͯαʔΫϧʣ

日野市内の NPO 法人関係者
ˑ෭ҕһ�ɿޱߔ��ৗ೭ʢ/10๏ਓͻͷ市民׆ಈωοτϫʔΫࣄہʣ

その他教育長が必要と認める者
ਿࢁ�Ղࢠʢ࣮ફঁࢠେֶݱੜֶ׆Պਢլθϛੜʣ

公募市民
तʣڭඒྛେֶࡩ�ഹʢ࡚ށ

アドバイザー�
୮ؒ߁�ਔʢఇژେֶڭҭֶ෦।ڭतʣ
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